
事業主の皆様へ 

11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です。 
             

～大企業等と取引先中小事業者は共存共栄！  

適正なコスト負担を伴わない短納期発注や 

急な仕様変更などはやめましょう！～ 

 

大企業・委託事業者による長時間労働の削減等の取組が、取引先中小事業者に対する適正なコ

スト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があり

ます。 

このため、厚生労働省、中小企業庁及び公正取引委員会は、11月を「しわ寄せ」防止キャン

ペーン月間と位置づけ、「しわ寄せ」防止に向けた集中的な周知・啓発の取組を行っています。 

大企業・委託事業者と取引先中小事業者は共存共栄という認識の下、適正なコスト負担を伴わ

ない短納期発注や急な仕様変更などはやめましょう。 

詳しくは、「しわ寄せ」防止特設サイトをご覧ください。   

 

（「しわ寄せ」防止特設サイトＵＲＬ・QRコード） 

https://work-holiday.mhlw.go.jp/shiwayoseboushi/  

 

★中小企業・個人事業主・フリーランスの皆さんの取引上の悩み相談は、 

下請駆けこみ寺 0120-418-618 に御相談ください。携帯電話からも利用可。 

（受付時間9:00～12:00、13:00～17:00（土日・祝日・年末年始を除く）） 

お近くの「下請かけこみ寺」につながります。 

 

 STOP！ しわ寄せ 周知広報担当 

 神奈川労働局雇用環境・均等部 企画課 電話 ０４５－２１１－７３５７ 
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